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日 時 令和５年 10月 20日（金）午後３時から午後５時 

会 場 北広島市役所４階 会議室ＤＥＦ 

出席委員 藤崎委員長、橋本副委員長、野口委員、小野委員、飛鳥委員、佐藤委員、

吉澤委員、奈良委員 

欠席委員 小野崎委員、前田委員 

市出席者 事務局（社会教育課） 

傍 聴 人 なし 

会議次第 １ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 報告事項 

(1) 各種研修会の報告について 

 (2) 社会教育課所管事業の進捗状況について 

４ 協議事項 

 (1) 公民館事業シャベルきたひろについて 

 (2) レクリエーションの森について  

５ その他 

６ 閉会 

 

１ 開会 

 「委員の過半数が出席していることから、会議が成立していること」を確認した。 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 報告事項 

(1) 各種研修会の報告について 

 社会教育委員が出席した各種研修の報告を藤崎委員長から一括で報告 

 ア 社会教育委員長研修会 

 イ 北海道社会教育研究大会 

(2) 社会教育課所管事業の進捗報告について 

事務局：資料基づき説明 

 

４ 協議事項 

(1)  公民館事業シャベルきたひろについて 

 事務局：協議事項になりますので、どうぞ忌憚ない意見をいただければと思っておりま

す。『シャベルきたひろ』についてですが、今年度の講座は明日開催される『命

を守る身近な防災食講座』をもちまして、すべての講座を終了ということにな

ります。残り１講座が終えていない状況ではありますが、ここまでの総括とい

うことで事業の内容をお伝えさせていただいて、次年度に向けた協議をしてい

ただきたいと思っております。 

まず、次年度に向けた日程についてお話させていただきます。 

年内に、本日の会議の終了後、皆さまに次年度はどのような講座を実施すると

良いか、メールまたはご連絡させていただきます。それを年内に、回収させて

いただき、年が明け１月に公民館事業検討委員会を開催し、お話をしたいと思

別記様式(第 3条関係) 
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っております。 

そして、２月もしくは３月の社会教育委員の会議に諮り承認いただければ、次

年度に開催にする事業が決定するという流れで考えております。 

それでは、資料２と書かれた資料をご説明いたします。 

今年度の最初の講座は５月２１日に始まり１０月２１日に終わります。 

延べ参加者数は８７人となっております。 

  （略）資料に基づき説明 

成果と課題の前に、次のページでアンケート結果をご紹介させていただきます。 

アンケート結果の回答数が９５となっておりますが、こちらは誤りです。 

男性、女性の割合としてはご覧のとおりです。世代については６０代、７０代

の方が多い参加となっております。 

参加された方の在住地区については、団地地区と大曲地区の方が多い傾向にあ

りました。 

講座をどのような媒体で知ったかということにつきましては、市の広報が主と

いうことを指します。 

事業、講座の満足度につきましては、数字が上がれば上がるほど満足度は高い

ということになりますが、とても満足した、まあまあ満足したよ、ということ

で大体８５％というような内容になっております。 

自由記載です。アンケート結果、どのような内容の講座を希望するか、という

自由記載欄については様々なことを書いていただいているところです。 

記載として多かったものは、野球関連、エスコンフィールド関連、ファイター

ズ関連が多かったところですが、こちらは相対的に参加者数が多かったため、

多いのではというように思っております。 

次に多かったのが、スマホですとか、パソコンを使って何かしたい、インター

ネットを使えるようになりたい、ということが多かったと思っております。 

６の評価、改善方策というところでございます。 

我々が成果としてとらえていることについては、書いてある通り、市民の方に

学習機会を提供することができたということがまず１つ。 

そして、アンケート結果において満足度が高かったということからまちづくり

への興味や関心、そして学ぶ意欲を醸成することが出来たことが、成果と言え

ると考えております。 

一方で、問題と書かせていただきましたが、講座によっては、参加者数が極端

に少ない講座がありました。パソコン講座は周知の方法等を考える必要がある

と思っております。 

そのほかに、参加者の地区に偏りがあることです。また、２０代、４０代の方

の参加が少ないことです。 

そのため、まずは参加者のニーズを把握し、その時々の社会問題に対応した事

業を企画する必要があると考えております。さらには、集団的で対話的な講座
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内容で、参加者同士が対話する時間を設ける必要があると感じたところです。

以上です。 

委員長：６番の評価、改善方策の方のところを中心に話をしていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

     成果ですけれども、学習機会を提供することができた、満足度が高かった、ま

ちづくりへの興味が湧いたというように書かれておりますが、この件について

何かございますか。 

問題点としては、事業満足度は高かったけれども参加者が極端に少ないことが

ありますが、この点について、感想、意見、アイデアなどはございますか。 

委 員：こちらのデータについて伺いたいのですが、２０代、４０代の参加者が少ない

という点について、確かに少ないと思うのですが、数人、参加してくださって

いる方もいらっしゃいますが、その方々はどのようなアンケート結果を出され

ているのでしょうか。 

事務局：この２０代の方はエスコンに関する回答をされています。４０代の方も恐らく

エスコンに関する回答をされたと思います。 

 委 員：今回の内容を見ていますと、やはり２０代、４０代の方には少し早過ぎるので

はですとか、スマホはある程度使えるため、今風に言うなら『刺さらない』内

容だったのかなと思います。 

やはり、一番上のＦビレッジに関しては関心を持っていただけたということで

すから、もし２０代、４０代を増やすのであれば、そういう方々に『刺さる』

ような企画を考えていく必要があるものと思います。私の感想です。ありがと

うございます。 

委員長：地区に偏りがある点についてはいかがでしょうか。 

委 員：これは、地区ごとの人数は人口と相関してるのでしょうか。 

事務局：一概には言えないですが、関連していると思います。 

委 員：団地が多いのは距離が比較的に近いということでしょうか。 

事務局：中央公民館の所在が東部地区にあり、近いからっていうのはあるのではと考え

ております。 

委 員：私は団地地区在住ですが、団地からのバスが直接にある訳ではないため、車で

行っている方が多いのかもしれませんが、だからこそ、団地が多い点について

は驚きました。 

委 員：最後のページのアンケート結果の回答ですが、これは、全体の結果で、７回行

われた内、まだ最後の回は終わっていませんが、先ほどの説明で、この会議が

終わった後に、来年度の事業について委員の意見をいただきたいということで

したが、それぞれの講座の満足度ですとか、年齢ですとか、参加人数ですとか

をまとめていただいた方が、私たちとしては細かな分析できると思います。そ

のうえで、継続した方がより良い事業であったり、これは新たな事業に切り替

えた方が良いという意見が出せるのではと。このデータだけだと比較が難しい
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のではないかなというように思いました。 

事務局：各事業でまとめてはおりますが、今後はそれを皆さまにお出しするようにいた

します。 

委 員：もう１点ですが、今回は星槎道都大学の学生に作っていただいたポスターは

手元にあるこちらでしょうか。 

事務局：はい。その通りです。 

委 員：その時に制作者の氏名などを入れたら良いっていうような話もありましたが、 

今回入れていなかったということですね。 

事務局：今回は入れていなかったですね。 

委 員：個人的には入れてあげた方が、学生も励みがつくものと、その時は思いました

が。話し合いによって、決まったものと思います。 

委 員：入れた方が良いということであれば、次年度に入れるということにしたいと思

います。 

 

(2) レクリエーションの森について  

 事務局：資料に基づきリニューアル（案）を説明 

 委員長：最初に、皆さんからいただいた意見を集約したＡ３の資料がありますが、委員

から、考える視点ということでコメントがありまして、この辺りは、話し合い

をする上で、大事なところかと思いますので、先に事務局の考えをお願いした

いと思います。 

事務局：まず、ターゲットについてです。ターゲットに関しては、ボールパークが出来

ているというところもあり、市内外を含むすべての人がターゲットになること

と思っております。ただ、先ほど申し上げたとおり、自然保護エリアと体験エ

リアを分けていけたらどうかというように考えております。自然保護エリアに

関しては本当に自然に触れて癒しを感じることができるような場所としての

そういった対象の方々が利用できるような思いを乗せております。 

体験エリアに関しては、アウトドアの体験、施設というよりはイベントの中で

アウトドア体験ができるような場所として使っていければ良いのでは、という

ように思っております。 

あとは、環境整備に関しては、次年度以降、専門業者に調査を委託する方向で

今後は予算要求を検討していきたいと考えております。 

   民間との連携に関しましては、レクリエーションの森は、市の直営施設ではな

く、林野庁から貸付を受けている施設です。貸付を受けている内容の用途の変

更。たとえば、アスレチックコースを単純に遊歩道にするというような用途の

変更を市の方から林野庁に申請する際に、林野庁と協定を結んでいる自然保護

団体との合意形成が必要となります。 

つまり、なかなか市の一存ですべてを決めていくことはできないというところ

がありますので、今の段階で広く市民の声を聴いた場合に、まとめることが困

難になるということが懸念されます。 
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これは、本市のレクリエーションの森だけではなく、他の自治体のところも全

部そうだと思いますが、そういった点もありますので、社会教育委員の皆さん

に市民の代表としての大枠の方針を決めていただきたいと思います。その上で、

管理運営協議会と自然保護団体にリニューアルの内容を打診し、協議した上で、

リニューアルを進めていくということが良いと思います。ただ、計画を策定す

る段階の市民参加条例に基づく手続き、いわゆるパブリックコメントは必要不

可欠でして、そのパブリックコメントのところでは、市民の方々の意見も取り

入れる形にはなるというイメージを持っております。 

民間との連携に関してはソフト事業として、イベント的なことが考えられ、最

近であればキャンパーズ＆アングラ―という施設が森のすぐ隣に完成してい

るので、連携した取り組みも考えられるかと思います。たとえば、キャンプの

１日体験ができないかなど、そういったソフト事業の連携から始めていくとい

うことがベターというようなイメージを持っております。 

委員長：今、説明がありました点についてですが、今後の流れと視点についての考えを

説明されましたが、ご質問等はありますか。 

委 員：林野庁との絡みがあり、今の段階では、難しいと思いますが、これからずっと

持続可能な施設として使う視点と、それから今、世の中が求めてる視点で考え

ると、あの施設が宿泊を伴えるような施設になれば多くの人たちが活用される

と思われます。ただ、その点は、貸付けられている側にはなりますので、そう

いうことが、可能なのか、まったく難しいのかというところでも、これからリ

ニューアルするに当たって期間は決まっていると思うので、どこかの段階では

判断しないとならないかと思いますが、そういう可能性も探ることが必要なの

ではということが１つ。それから、この間現地を視察した時に、現時点ではお

金の徴収はできないというような話もありましたが、宿泊を伴うのであればお

金の徴収も必要ですし、そのお金を使って施設を継続的に改修等もできるよう

な予算編成をしていくとかですとか、そういうことを考えることも、必要かと

思います。５９年に建てられたものが今に至るまでずっとリニューアルされず

ここまで来たことで、利用者も減ってきているということはあるかと思います。

やはり、いつ来ても、気持ち良く使えるような施設を維持してくというのも、

何か財源が必要ではないかなということは思います。その２点について、国と

是非話をしていただいて、見通しがあるのか、全くないのか、道筋を考えて行

かなくてはならないのではというように個人的には思います。 

委員長：関連してご意見はございますか。 

委 員：質問ですが、蛍の冒険池で、蛍の観察会があるのですけが、これは近くに池が

あるのでしょうか。そしてその池は綺麗なのでしょうか。今回は出席できなか

ったため質問です。 

事務局：池はあります。ただ、綺麗ではないです。逆に綺麗ではないからこそ蛍が繁殖

したっていう経緯がございます。過去はですね、池の泥浚いを実施していまし
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た。ため池であり、人工的な池なのです。上の方から土砂がどんどん溜まって

くる関係で、泥浚いをしていたのですが、一時、色々な背景があり、泥浚いを

しなくなり、逆に土砂が溜まったからこそ、蛍が卵を産んで、今、繁殖してい

るっていう現状があります。 

委 員：水は清流でなくても良いものなのですね。 

事務局：水自体は、綺麗ではあるとは思いますが、池としては、土砂が溜まってきてお

り、景観的にはあまり綺麗なものではないです。 

委 員：藻はあるのでしょうか。 

事務局：藻といいますか、水草のようなものが茂っていたり、一部、陸地化している部

分もあります。 

委員長：利益を得る活動をするかしないかという辺りは、いつか決めなければならない

ですよね。 

事務局：そうですね。先ほどご意見にあった、宿泊を伴う施設の設置について、前年

度に企業から相談がございました。林野庁含めて可能性を探りましたが、建

物の建築自体は可能という見解を得ました。ただし、市が貸付を受けている

施設になるため、所有者は市でなければなりません。企業が所有者となる場

合は、市が締結している貸付契約を企業に権利譲渡する、市が貸付契約を終

了し企業が貸付契約を行う、企業が土地の買取りを行う等の必要が生じるよ

うです。 

仮に企業が貸付契約を締結し、土地を買い取ったとしても保安林指定がされて

いる区域もあり、先ほど申し上げたとおり、自然保護団体の合意も要します。 

委 員：ハード面でお金を得るのは難しいということであれば、ソフト面でお金をと

る、たとえばコンサートを催し、入場料を徴収するなり、バーベキューや、

蚤の市みたいなことをして、そこで得る収入というのはどうなのでしょうか。 

事務局：収入自体を得ることはできます。ただし、今の契約上では、収入は、施設の修

繕などの維持管理費に充てることが条件となります。つまり、今の契約状態で、

お金を徴収することはできます。その収入で損壊した施設修繕費等に充てて、

施設を維持していくということは可能です。 

委 員：テントを持ち込み、入場料を払って人が泊まることは、今も可能であるという

ことですね。 

事務局：そのとおりです。ただし、どこまでお金を得るかは、林野庁との協議が必要に

はなります。 

委 員：修繕費にかければ問題はない。 

事務局：そのような回答を林野庁から得ています。 

委 員：環境保全のための徴収というも可能だっていうことですね。 

事務局：１００％可能とは、現時点では言い切れませんが、可能性としてはあるという

風には伺っております。 

委 員：たとえば、テント１張りだけの設置でも環境保全のために、例えば１張り 200
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円徴収するなど。 

事務局：そうですね。 

委 員：それは逆に、風水害や倒木の処理費用に充当する、あるいは橋の損壊の修繕に

充当するということは、可能性としては無きにしも非ずですね。 

事務局：そのとおりです。実際に国有林でそのような形でキャンプ場を運営してるとこ

ろもございます。たとえば札幌ですと定山渓にある自然の村がその例で運営し

ております。 

委 員：今のお話を伺っていると、なんだか物を置くとかえってソフト事業を動かし辛

いのかなと思いまして。何かこう新しいものを、多く置くというよりは、最低

限のハードだけに留めておいて、ソフト事業でうまく活用していくという方向

に知恵を絞ると良いのではと思いました。 

事務局：同じ認識で、このリニューアル計画案をご説明させていただいて、皆さま感

じられたと思いますが、実際には、ハード面はほぼ直しているだけです。た

だし、大きい遊具を 1 個は設置する。それ以外はソフト面を上手く活用して

利用するという方向に振り切っております。 

委 員：あと、１つだけ良いでしょうか。道が綺麗に感じました。綺麗というのはゴミ

がなくてすごく綺麗だなという印象を抱きましたが、ゴミの管理、たとえばゴ

ミ箱は１つも見つけられなかったのですがゴミ箱は置いてあるのでしょうか。 

事務局：置いておりません。 

委 員：今後もし、何か飲み物の自動販売機を置くとなれば、ゴミ問題もどうしていく         

のか考える必要がありますね。 

事務局：ゴミに関しては、恐らく今、利用者が少ないから、あまり落ちていないという・・・ 

あとは、管理人が巡回しているときにゴミを発見し収集してくれているという

ことも理由として挙げられるかと思います。 

委 員：ゴミ箱は置いてほしくないなという、勝手な個人の意見です。 

委員長：次に、リニューアル計画案について検討していきたいと思います。ご質問等あ

りますか。 

委 員：レクリエーションの森みたいなの施設は日本全国でどこか参考にしたところと

かはあるのでしょうか。 

事務局：鳥取県にございます。民間が指定管理者として運営し、キャンプをはじめ簡易

的なサウナに入れたり施設面もある程度整ってはおりますが、ソフト面でかな

り色々と活動をしておりまして、池があり、カヌーに乗ることが出来るなど、

アウトドアに特化したような場所も、全国的に見ればございます。 

委 員：それは、同様に林野庁が所有しているような縛りがあって、それでもそのよう

に成功して、問題になっているのはその林野庁や自然保護団体との調整が悩む

のであって、壁があっても、なんとか成功して、利用されているようなところ

で、参考にできるところがあるのかなっと思った訳です。やはり民間が入ると

なるとだいぶ違いますよね。 
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事務局：恐らく民間で運営できるような企業が近くにいるということがあると思います。 

北広島市には現時点ではそのような企業は無いという認識です。 

委員長：コンセプト方針に進みたいと思います。リニューアルに向けた方針について。

３点の方向性がありますが、ハード面の整備についてご質問等はございますか。 

委 員：アスレチックコースの劣化について、具体的に何か想定しているものはござい

ますか。 

事務局：想定しているものに関しては、遊具業者から提案はいただいております。ただ

し、詳細の検討には至っておりません。今後、運営協議会に進めていく段階に

なりましたら、複数案を皆さま提示させていただき、議論をお願いしたいと考

えております。 

委 員：南幌で５月ぐらいから、新しいちびっこ広場みたいなものができて、沢山の遊具

が置かれています。２年ぐらい前に妹背牛でも、子どもの遊具とキャンプ場を備

えた施設が大反響しています。 

子どもたちをターゲットにした遊具だと思うのですが、ぜひ、どこにもないよう

な、そして子どもたちがぜひ遊んでみたいというようなものがあれば、良いので

はと思います。 

事務局： F ビレッジに子どもの遊び場があるので、差別化し、より自然に馴染むような、  

森の中に馴染むような遊具があれば、良いのではという方向で個人的には考えて 

おります。 

委 員：子どもの対象は小学生でしょうか。中学生でしょうか。 

事務局：小学生です。アスレチックコースにある既存の遊具も、幼児というよりは、小学

校低学年から小学校４年生ぐらいまでというようなイメージですので、それに合

うようなものをお示しできればというように考えております。 

委員長：そのほかにございますか。 

委 員：散策路等に書いてあるナイトハイク、これは具体的にはどのようなものですか。 

事務局：レクリエーションの森が日中しか開けていないため、イベントとしてやるという

ものです。夜に森の中を歩いてみようというような内容です。たとえば、ランタ

ンなどを持って歩くというものです。 

対象は小学生で、ランタンを持って森の中を少し歩くだけでも、かなり雰囲気が

あると思います。私も別の事業ではありますが、チャレンジジュニアスクール事

業を社会教育課で行っていますが、小学校５年生を連れて、日高にある青少年自

然の家で３泊４日過ごす事業で、その中でナイトハイクを実際に体験しましたら、

これは面白いと思ったものです。 

委 員：北広島は空気が綺麗ですから、星座の観察も良いのではというようなことを思い

ました。ナイトハイクは良いなと思いました。 

天文は詳しくはないのですが、小学生、中学生に対して、星座観察も良いかなと

思ったところです。 

委員長：そのほかにございませんか。色々ご意見が出ましたが、細かい計画は今後も変え
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られるということですね。 

事務局：そのとおりです。 

委員長：分かりました。そのほかにございませんか。なければ終了します。 
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